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平成２５年度 刈谷市行政評価実施概要 

１ 施策評価の実施 

（１）実施の目的 

  第７次刈谷市総合計画及び刈谷市自治基本条例第１５条に基づき、総合計画を

着実かつ効率的に推進していくための進行管理として、施策評価を実施します。 

  総合計画に位置づけられた各施策が計画的に実施されているかを、市民意識調

査の結果や刈谷市行政評価委員会による外部評価を通じて検証・評価を行うこと

により、事務事業の単位では計ることができない施策全体を評価し、基本施策の

現状分析と今後の方向性を明確にするとともに、その方向性に対して事務事業の

取組が有効であるかを検証します。 

 

（２）評価対象 

  評価対象：     第７次総合計画に位置づけられる基本施策（全３０施策） 

 

【 基 本 方 針 】 

（ ５ 分 野 ） 

 

【 基 本 施 策 】 

（ ３ ０ 施 策 ） 

 

 

【施策の内容】 

 

 

【 事 務 事 業 】 

 

（３）評価体制 

  ア 内部評価 

   ① 施策担当部署による自己評価 

     施策責任者（部等長）を中心に、とりまとめ課及び各担当課による内部

評価（施策評価シートの作成：３０施策） 

 

 

 

   ② 企画財政部長による聞き取り及び施策評価シートの修正 

     外部評価の実施に向けて、事務局において施策担当部署による自己評価

… 都市計画基礎

調査事業  

地域計画調査

委託事業  

都市計画マスター

プラン策定事業  

市街地整備

促進事業  

市街地の整備・改善  住環境の充実  
まちなみ・  

景観の充実  
計画的な土地利用  

都市環境  教育文化  産業振興  福祉安全  計画推進  … 

市街地・住環境  道路・交通  下水道  … 公園緑地・緑化  上水道  

※「施策責任者」「とりまとめ課」「各担当課」：第７次刈谷市総合計画策定時に取り決めたもので

あり、施策責任者は基本施策に関連する部等長（施策責任者が複数の基本施策有）、とりまとめ課

は基本施策推進の中心となる課、各担当課はとりまとめ課も含めて基本施策の推進に関係する課等

が対象になっています。「資料３ 施策別担当一覧」参照 
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の内容の聞き取りを行います。必要に応じて施策評価シートの修正を行い

ます。 

   ③ 市長・副市長説明 

     事務局が②までの行程を経たものを市長・副市長に対し説明します。必

要に応じて施策評価シートの修正を行い、内部評価結果とします。 

  イ 外部評価 

    刈谷市行政評価委員会において、「ア」で行った内部評価結果に対し、公開

ヒアリング形式により外部評価を行います。 

    詳細は「２ 行政評価委員会による外部評価の実施」参照 

 

（４）実施方法 

  ア 評価実施の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

対象：総合計画に位置づけられている基本施策（全３０施策）  

○施策担当部署による自己評価（全３０施策）  

・施策責任者：部等長 

・施策評価シートの作成：とりまとめ課及びその他担当課等 

※別表「施策担当部署整理表」参照 

○企画財政部長による聞き取り  

・外部評価の実施に向けて、事務局において施策担当部署による自  

 己評価の内容の聞き取りを行います。 

○行政評価委員会  

・８施策を対象に内部評価結果に対する外部評価を実施します。 

１日目：７月２６日（金） ４施策 

２日目：７月２９日（月） ４施策 

○行政経営会議  

・外部評価結果を反映した施策評価シート（最終版）の承認 

⇒公表（ＨＰ等）、予算要求・査定へ活用 

内部評価  

○市長・副市長説明  

・事務局による二役説明を経て内部評価結果とします。 

行政評価委員
会による外部
評価実施８施
策への絞込  

外部評価  
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２ 行政評価委員会による外部評価の実施 

 平成２５年度に実施する行政評価委員会による外部評価は、昨年度までの事務

事業ではなく施策を対象に実施します。総合計画に位置づけた３０の基本施策の

うち、行政評価委員会が選んだ８の基本施策の内部評価結果に対して、客観的視

点から意見を求め、評価内容と今後の方向性に反映します。 

 また、昨年度、一昨年度の委員会と同様に委員の意見の統一は行いません。各

委員の様々な視点からご意見をいただき、いただいた意見を基に担当部署にて施

策または事業に対する今後の対応を検討します。 

 

（１）日時・場所 

   平成２５年７月２６日（金）午前９時１５分～  

   平成２５年７月２９日（月）午前９時３０分～  

   場所：市役所本庁舎 ７階 大会議室  

 

（２）外部評価対象施策数（案） 

   ８施策（１日４施策 １施策１時間程度で実施） 

   スケジュール（案）  

１日目（７月２６日） ２日目（７月２９日） 

9：30 市長挨拶 

9：45～10：45 1 施策目 

 （休憩） 

11：00～12：00 2 施策目 

 （昼休憩） 

13：15～14：15 3 施策目 

 （休憩） 

14：30～15：30 4 施策目 

 

 

9：30～10：30 5 施策目 

 （休憩） 

10：45～11：45 6 施策目 

 （昼休憩） 

13：00～14：00 7 施策目 

 （休憩） 

14：15～15：15 8 施策目 

 （休憩） 

15：30 委員長総評 

15：45 終了 
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（３）外部評価実施方法  

説 明 者 
【施策内容の説明】「とりまとめ課」課長 

【内部評価内容の説明】企画政策課長（経営管理係長） 

外 部 評 価 時 

提 出 資 料 

・施策評価シート 

・関連事務事業の事務事業評価シート 

・その他の任意の資料 

説 明 内 容 

【施策内容の説明】総合計画書を中心に、外部評価の対象となる基

本施策全体について説明を行います。 

【内部評価内容の説明】施策評価シート、事務事業評価シートを中

心に、内部評価結果について説明を行います。 

全 体 の 流 れ 

（案） 

【計 60 分】 

①施策内容の説明【15 分】 

②内部評価内容の説明【15 分】 

③委員からの質問【15 分】 

④「基本施策の評価（現状の分析と課題、今後の方向性）」「施策の

推進状況と課題」「関連事務事業」に関する意見・提言【10 分】 

⑤「基本施策の評価（共存・協働のまちづくりの推進状況）」に関

する意見・提言【5 分】 

 

（４）外部評価に求める意見 

項  目 求める意見 

○補足指標 ・補足指標の設定は妥当か 

○基本施策の評価（現

状の分析と課題、今後

の方向性） 

○関連事務事業に関

する意見・提言 

・市民意識調査結果から見た内部評価結果について 

・基本施策の評価「現状の分析と課題」の捉え方は妥当か 

・基本施策の評価「今後の方向性」の考え方は妥当か 

・基本施策、施策の内容への内部評価は妥当か 

・施策の方向性と事務事業の実施内容にズレはないか。 

・今後どの事務事業に重点を置くべきか。 

・基本施策の内部評価全般について など 

○「施策の内容」推進

状況と課題（成果、課

題、重要度） 

・各施策の内容の「成果」と「課題」について 

・各施策の内容の「重要度」の捉え方は妥当か 

・各施策の内容と関連事務事業の関係性は妥当か 

○共存・協働のまちづ

くりの推進状況 

・総合計画書に位置づけられている「市民の役割」「団体・

事業者の役割」「行政の役割」から、基本施策における共

存、協働を促進するための意見・提言 
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（５）行政評価委員会スケジュール 

   第１回 平成２５年５月２２日（水）午前１０時３０分から 

    ・平成２５年度 行政評価の実施について 

    ・外部評価対象施策の選定について 

 

   第２回 平成２５年７月２６日（金）午前９時１５分～  

       平成２５年７月２９日（月）午前９時３０分～  

    ・外部評価の実施  

 

 第３回 平成２５年９月２０日（金）午前１０時３０分～  

    ・外部評価実施結果の取りまとめ 等  

 

 第４回 平成２６年２月（予定） 

    ・外部評価実施結果に対する市の対応について 等 

 

 

 


